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改善の経過

２００３ インジウムによる健康影響の情報入手

２００４ 破砕機の変更

２００５ 安全衛生推進者の選任

福岡産業保健推進センターへ指導依頼

労働衛生コンサルタントとの指導契約

２００６ 破砕・粉砕工程の新設

アクションレベル（社内基準の設定）

健康診断の実施

２００７ 破砕・粉砕工程の増設

外気導入口の新設



破砕・粉砕工程の新設

• 作業場の設置基準の確認

– 粉じん則・特化則の作業場として新設届を実施

– 集塵機の設置

– 清掃し易い・粉じんの堆積しにくい建屋構造

– 作業場出入り口にエアシャワーの設置

• 作業者に対する安全衛生教育の実施

– 職員全員を対象に教育を実施

– 危険予知（ハザード評価）、リスク管理



教育実施写真



粉体取扱作業場の出入口写真



粉砕作業場の改善例

• ＩＴＯの再生処理を行うための粉砕作業場

• 作業環境測定の結果
• 改善前 粉じんとして測定

• 改善後 Ｉｎとして測定

• 現行のＩｎの許容濃度は０．１ｍｇ／ｍ３

• 企業内管理目標値を許容濃度の

１／１０に設定（Ａｃｔｉｏｎ Ｌｅｖｅｌ）
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破砕工程設備全景



局所排気装置設置後の問題点

• 作業方法の変更により、作業者教育が必要
となる。

• 室内全体が負圧になり、メイクアップエアの導
入が必要である。

• 密閉式自動ふるい機から、Ｉｎ含有粉じんの吹
き出しを確認（目視）



外気導入用ギャラリー



測定実施時の留意点

• 現状では、法令の測定対象物質ではないた
め、作業環境測定基準に拘束されない

• Ｉｎ含有粉じんを「粉じん則」ではなく、「特化
則」に規定された金属として測定する

• 定量下限値は、「Ａｃｔｉｏｎ Ｌｅｖｅｌ」の １／１０
とする

• 一測定点あたりのサンプリング時間を、２０分
とする



粉じん測定の分粒特性（ＡＣＧＩＨ）
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作業環境測定の推移
測定年月 幾何平均値 幾何標準偏差 ＥＡ１ ＥＡ２ Ｂ測定値 管理区分

Ａ Ｈ１６／１０ ０．２１６ ３．６６ ２．３８ ０．６３ ０．５３ Ⅲ

Ｂ Ｈ１７／１０ ０．０４ １．９７ ０．１９ ０．０６３ ０．０６ Ⅰ

測定年月 幾何平均値 幾何標準偏差 ＥＡ１ ＥＡ２ Ｂ測定値 管理区分

① Ｈ２０／ ７ ０．００８５ ５．３２ ０．１３ ０．０３４ ０．０２３ Ⅱ

② Ｈ２１／ １ ０．００８ ２．７９ ０．０４３ ０．０１４ ０．００６ Ⅰ

③ Ｈ２１／ ６ ０．０１９ ３．５６ ０．１５ ０．０４３ ０．１８ Ⅲ

④ Ｈ２１／１２ ０．００３１ ３．２３ ０．０２２ ０．００６２ ０．０１３ Ⅰ

⑤ Ｈ２２／６ ０．００２５ ２．６５ ０．０１８ ０．００５１ ０．０１３ Ⅰ

Ａ：改善前（旧工場） Ｉｎとして
Ｂ：新設後 粉じんとして 管理濃度 １．８９ｍｇ／ｍ

３

測定機関の変更後 許容濃度（Ｅ）＝０．１ｍｇ／ｍ
３
として



測定結果の検討

測定時の異常な状態による高濃度を除外した場合の評価

測定年月 最小値 最大値 幾何平均値 幾何標準偏差

① Ｈ２０／ ７ ０．００３ ０．１０６ ０．００６２ ３．５８

② Ｈ２１／ １ ０．００３ ０．０２３ ０．００７０ ２．０５

③ Ｈ２１／ ６ ０．００４ ０．１３３ ０．０１５０ ２．３８

④ Ｈ２１／１２ ０．００１ ０．０１３ ０．００２６ ２．３６

⑤ Ｈ２２／ ６ ０．００１ ０．０１８ ０．００１９ ２．００

測定年月 幾何平均値 幾何標準偏差 ＥＡ１ ＥＡ２ Ｂ測定値 管理区分

① Ｈ２０／ ７ ０．００８５ ５．３２ ０．１３ ０．０３４ ０．０２３ Ⅱ

② Ｈ２１／ １ ０．００８ ２．７９ ０．０４３ ０．０１４ ０．００６ Ⅰ

③ Ｈ２１／ ６ ０．０１９ ３．５６ ０．１５ ０．０４３ ０．１８ Ⅲ

④ Ｈ２１／１２ ０．００３１ ３．２３ ０．０２２ ０．００６２ ０．０１３ Ⅰ

⑤ Ｈ２２／ ６ ０．００２５ ２．６５ ０．０１８ ０．００５１ ０．００３ Ⅰ
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① 作業環境改善により、作業者が有害物にばく露す
る可能性（リスク）が低減された。

② 有害物の使用を禁止・代替品の使用ができない場
合、ばく露濃度を測定し、作業環境の管理と作業管
理（時間制限や保護具の使用）を併用する。

③ 発がん性の有害物の気中濃度を、０にすることは困
難であり、呼吸用保護具の着用が必要である。

④ 一定の作業環境が確保されている作業場は、必要
とする保護具を防護係数により指定することが望ま
れる。

結 果



⑤ 作業環境測定の結果評価を第Ⅰ管理区分に
維持するには、各測定点で許容濃度の１／３
以下に維持することが必要である。

⑥ 計画的に継続して、建物・設備の十分な改善
維持、作業者教育を実施することで環境濃度
を許容濃度の１／１０以下に維持できる。

⑦ 作業場の環境が管理され、偏差が小さくなる
と管理濃度（許容濃度）が変更された場合も、
環境測定結果の評価が変動することは少な
い。


